
医療法人財団 明理会  

介護老人保健施設 相模原ロイヤルケアセンター 

（介護・予防）訪問リハビリテーション事業所  運営規程 

 

 （事業の目的） 

第１条   

この規程は、医療法人財団 明理会が運営する「訪問リハビリテーション・訪問リハビリ

テーション事業所」（以下「訪問リハビリテーション」）「介護老人保健施設 相模原ロイ

ヤルケアセンター」（以下「事業所」という。）が行う「訪問リハビリテーション事業」

（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業所の職員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等（以下「要介護者

等」という。）に対し、適正な訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条   

１ 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

２ 要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、理学療法、作業療法、言語療法その他必要な機能訓練を行うこと

により、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。 

３ 「選ばれる施設」を基本理念とし、地域との結びつきを重視し、関係市区町村、居宅

介護支援事業所及び他の居宅サービス事業所並びにその他の保健医療サービス及び福

祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも

のとする。 

 

 （事業所の名称、所在地等） 

第３条  

訪問リハビリテーション事業を行う主たる事業所の名称、所在地は、次のとおりとする。 

 １  名 称  医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 

相模原ロイヤルケアセンター 

 ２  所在地  神奈川県相模原市緑区大島３８０番地１ 

 

（事業所の職員の職種、員数〈常勤換算〉及び職務内容） 

第４条  

事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

１  管理者 

    訪問リハビリテーション  



1.0 人 常勤兼務 〔併設介護老人保健施設及び管理者と兼務〕 

    当事業所の職員及び業務監督を一元的に行い、適切な事業の運営を行われるよう

に統括する。 

２  理学療法士  

訪問リハビリテーション 

1.0 人以上 〔併設介護老人保健施設と兼務〕 

理学療法士は、身体機能の向上又は減衰を防止するための訓練を行う。 

 ３  作業療法士  

訪問リハビリテーション 

1.0 人以上 〔併設介護老人保健施設と兼務〕 

作業療法士は、身体機能の向上又は減衰を防止するための訓練を行う。 

４  言語聴覚士  

訪問リハビリテーション 

0.5 人以上 〔併設介護老人保健施設と兼務〕 

言語聴覚士は、言語及び摂食嚥下機能の向上又は減衰を防止するための訓練を行

う。 

   （理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員は、訪問リハビリテーション計

画を作成し、理学療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを提供する。）  

 

 （営業日及び営業時間・サービス提供時間等） 

第５条  

事業所の営業日及び営業時間・訪問サービス提供時間等は、次のとおりとする。 

 １  営業日  月曜日から土曜日及び祝日。ただし、1 月 1 日から 1 月 2 日まで及び

日曜日を除く。 

 ２  営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

（２４時間連絡体制 無） 

    サービス提供時間 午前９時００分から午後５時００分とする。 

  

（訪問リハビリテーションの内容） 

第６条  

訪問リハビリテーションの内容は、以下のとおりとする。 

 １  訪問リハビリテーションの提供に当たっては、次条第１項に規定する訪問リハビ

リテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、要介護度の

上昇を防止し、妥当適切に行う。 

 ２  訪問リハビリテーション職員は、訪問リハビリテーションの提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法

等について、理解しやすいように説明を行う。 



 ３  訪問リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及

びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提

供する。特に、認知の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じ、その特性

に対応したサービス提供ができる体制を整え、実施する。 

４  訪問リハビリテーションは、医学的管理の下、疾病管理や心身の状況・生活能力

の維持活性化、寝たきり防止、認知症進行防止、社会性の向上、生活の質の向上、

在宅介護者の負担軽減等を目的とする。 

５  リハビリテーションとしては、利用者各人の病状や心身の状況に適したプログラ

ムを作成し、そのプログラムを基に、歩行訓練・基本的動作訓練、日常生活動作

訓練、手工芸用具等を使った日常生活応用訓練や言語訓練・摂食嚥下訓練等を実

施する。定期的に評価を行い、ニーズ・状態の変化とともに、再度プログラムを

作成し、実施する。 

 ６  リハビリテーション技術者は、以下の状態の利用者に対し、個別リハビリテーシ

ョン計画を作成し、同計画に基づいて医師の指示を受け、各人に対し１回４０分

以上の訪問での個別リハビリテーションを行うことができる。 

    ① 身体に機能障害がある状態、その他活動制限がある状態にあり、個別リハビリ

を実施することで生活機能の改善が見込まれる状態 

    ② 廃用症候群により生活機能が低下している状態にあり、個別リハビリを実施す

ることで生活機能の改善が見込まれる状態 

  

 （訪問リハビリテーション計画の作成） 

第７条  

1  医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他専ら訪問リハビリテーションの

提供に当たる職員（以下「医師等の職員」という。）は、診療又は運動機能検査、言語

聴覚能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況及び意向並びにその置かれて

いる環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。 

２ 医師等の職員は、上記の訪問リハビリテーション計画を作成した時は、利用者又はそ

の家族に対し、その内容等について説明するものとする。 

３ 訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成され

ている場合には、その内容に沿って作成するものとする。 

４ 訪問リハビリテーション職員は、それぞれの利用者について、訪問リハビリテーショ

ン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を説明し、診療記録に記載する。 

 

 （訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額） 

第８条 

１ 訪問リハビリテーションの利用料は、別紙料金表に掲げるように、厚生労働大臣が定



める基準によるものとし、当該訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであ

る時は、保険者の定める負担割合とする。 

２ その他の費用として、別紙料金表に掲げる費用の支払いを受けることができるものと

する。 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名・捺印を受けることとする。 

４ 利用の開始に際し、利用料について具体的に明示する。 

『利用料内訳』 

事業所は、訪問リハビリテーションサービスを提供する対価として以下に定める利用 

料の支払いを利用者及びその家族から受ける。 

一  介護保険給付内自己負担額 
二  郵送事務手数料（ 対象者 ）・・・380 円/月 

 三  事業所は費用の額に係る訪問リハビリテーションの提供に当たっては、利用及び 

    家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得る 

こととする。利用者又はその家族は介護サービス費及びその他同意に基づき利用

したサービス利用料を当施設が別に定める所定の支払い方法で、期日までに支払

う。 

 

 （通常の事業の実施地域） 

第９条 

通常の事業の実施地域は、以下とする。 

     相模原市中央区：南橋本・横山台・水郷田名・陽光台・下九沢 

相模原市緑区 ：橋本・西橋本・元橋本町・上九沢・大島・二本松・ 

       相原・広田・川尻・谷ヶ原・久保沢・町屋・原宿・ 

       原宿南・向原・若葉台・城山・中沢・小倉・下九沢 

         町田市一部地域：相原町・小山町 

 

 （サービス利用に当たっての留意事項） 

第１０条  

利用者は次に掲げる事項を遵守すること。体調不良等によって訪問リハビリテーション 

に適さないと判断される場合や、下記事項が守られない場合はサービスの提供を中止す 

ることがある。 
１  身の上に関する重要な事項の変更が生じた場合、速やかに施設管理者・支援相談

員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に届け出ること。 
 ２  けんか、口論、泥酔、中傷等、他人の迷惑となるような行為をしないこと。 
 ３  自傷行為をしないこと。 
 ４  職員に対してハラスメント行為をしないこと。 
 ５  その他管理上必要な指示に従うこと。 

 



（サービス内容に関する相談・苦情） 

第１１条 

事業所は、利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情 

を受け付けるための窓口を設置する。  

１ 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。  

２ 事業所は、市区町村が行う文書等の提出、若しくは提示の求め、または当該市区

町村職員からの質問、若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して、市区町

村が行う調査に協力すると共に、市区町村から指導または助言を受けた場合にお

いては、それに従い必要な改善を行う。  

３ 事業所は、市区町村からの求めがあった場合には、その改善の内容を当該市区町

村に報告する。  

４ 事業所は、利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力

すると共に指導または助言を受けた場合においては、それに従い必要な改善を行

う。  

５ 事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、その改善の内

容を、国民健康保険団体連合会に報告する。 

 

 （緊急時における対応方法） 

第１２条  

訪問リハビリテーションの提供に当たる者は、サービス提供時に利用者に病状の急変そ

の他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うと共に、速やかに主

治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。 

 

 （事故等発生時の対応に関する基本方針） 

第１３条 

１ サービス提供時に事故が発生した場合、別に定める発生時の対応に基づき適切に必要

な対処をする。また、事業所は事故発生時には、当該事故の内容等を記録する。 

一   事業所の判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関

又は他の専門的医療機関での診療を依頼する。 

二 〈事故報告〉 

訪問先で介護･医療事故が発生した場合、当該事故に関与した職員は、応急処置又

はその手配、拡大防止の措置及び上司への報告など必要な処置をした後、速やか

に別に定める「事故報告書」を上司に提出する。事故報告を受けた職員は、直ち

に管理者（管理者が何らかの理由により不在の場合は、予め定められた順位の者）

に報告し、管理者は安全対策担当者及び所要の職員に事故内容を伝達するととも

に対応を指示する。事故対応終了後、安全対策担当者は当該事故の評価分析を行

ったうえで、委員会に報告する。 

三  事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責に帰すべき事由により利用

者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償



します。 

四  利用者の責に帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、利用者及び連

帯保証人は、連帯して事業者に対して、その損害を賠償するものとします。 

五 〈ヒヤリ・ハット事例報告〉 

訪問先でヒヤリ・ハット事例が発生した場合は、関係した職員は別に定める「ヒ 

ヤリ･ハット報告書」を作成し、安全対策担当者に報告する。安全対策担当者は、 

報告されたヒヤリ・ハットをまとめたうえで、委員会に報告する。また、「ヒヤリ・ 

ハット報告書」は個人情報保護に配慮した形で取りまとめの上、関係職員で共有

し、介護・医療事故、紛争の防止に積極的に活用する。なお、ヒヤリ･ハット事例

を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行わない。 

 

（職員の責務） 

２ 職員は日常業務においてリハビリテーションの安全と安心を確保するために、利用者

との信頼関係を構築するとともに、リハビリテーション事故の発生の防止に努めなけ

ればならない。 

 

（指針等の見直し） 

３ 本指針等は定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。 

 

 （衛生管理等） 

第１４条 

 管理者は、職員に対して、衛生知識の普及を図る。 

 

 （虐待の防止のための措置に関する事項） 
第１５条 
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じるものとする。 
１ 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 その結果 

について職員に周知徹底を図る。 
２ 虐待の防止のための指針を整備する。 
３ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
４ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

 （その他運営に関する重要事項） 

第１６条  

１ 事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま

た、業務体制を整備する。 

   一  採用時研修 採用後１ヶ月以内 

   二  継続研修 年１回以上 

２ 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 職員であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職



員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の

内容とする。 

４ 身体拘束は原則的に行わないものとする。 

尚、「緊急やむを得ない場合」（①切迫性②非代替性③一時的の 3 要件を満たし、かつ 

それらの要件の確認等が極めて慎重に実施されるケースに限られる）に該当する場合 

は、医師の指示・許可の下、又は家族の同意の下、必要最低限度の身体拘束その他利 

用者の行動を制限する行為を、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び 

に緊急やむを得ない理由を記録した上で行うことができるものとする。 

事業所は、身体拘束適正化検討委員会を毎月定期的に開催する。 

虐待が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、家族または保証人、およ

び行政機関へ速やかに報告を行う。 

５ 事業所は、その運営に当たっては、常に市区町村との連携に努める。 

６ 事業所は、訪問リハビリテーションを受けている利用者が次の各号に該当する場合に

は、遅滞なく意見を付して、その旨を当該利用者の居住地を管轄する市区町村長（特

別区区長を含む）に通知する。 

 一  けんか、泥酔、著しい不行跡等又は故意によって疾病に罹り、又は負傷し，要介

護状態を重度化させたと認められたとき。 

二  正当な理由なしに療養に関する指示に従わなかったとき。 

 三  偽り、その他不正行為によって療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

７ 事業所は、事業所内の見やすい場所に、運営方針、利用者の守るべき規律、職員の勤

務体制、協力病院，利用料の明細等を掲示し周知する。 

８ 事業所は、施設及び構造設備･職員･会計、その他のサービス提供に関する諸記録を設

備する。 
９ この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、医療法人財団 明理会 理事長と事業所 

の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 附 則 

 この規程は、平成 28年 2月 1日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、令和元年 10月 1日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 2年 2月 1日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和 3年 12月 1日から施行する。 



附 則 

 この規程は、令和 7年 1月 1日から施行する。 

附 則 
 この規程は、令和 8 年 2 月 1 日から施行する。 
 


